
北烏山地区会館一部利用休止の
お知らせ
 北烏山地区会館1階（大広間・和
室）は、世田谷区立烏山福祉作業所
の改修工事に伴い、同施設の利用者
が活動を行う場として活用するため、
4年4月1日～5年3月31日まで利用を
休止します。2階（第1・第2会議室）
は利用できます。
問地域振興課
☎3326-9376 FAX3326-1050

区民企画員講座
「ともに歩むやさしい暮らし」
対全4回参加できる方

いずれも火曜（23日は祝日）午前10時～正午

場八幡山区民集会所ほか
申10月17日までに、電話またはファ
クシミリ（記入例参照）で せたが
やコールへ　抽選22人

ベビーカーウォーキング&
おしゃべりタイム
内容／ちとから健康マップのルートを
ベビーカーを押しながらウォーキング
後、託児をしておしゃべりタイム
対区内在住の6か月～ 3歳未満のお
子さんとその保護者
日10月29日㈮午前10時～正午（雨天中止）
場烏山総合支所
備保育可（要予約）。
申9月27日～10月22日に、電話で
健康づくり課（☎3308-8228 FAX
3308-3036）へ　先着10組

認知症高齢者の家族の会
日10月26日㈫午前10時～正午
場烏山区民センター

からすやまからすやま
総合支所
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●全て予約制です。申込みは電話でお住まいの地域の総合支所健康づくり課へ(ハガキでの申込不可)。
●育児の相談は常時受け付けています。相談の際には、母子健康手帳を持参して下さい。

こころの
健康相談

こころの
健康相談

（子ども・思春期）

食生活
相談室

すくすく
歯科相談
（4歳未満）

依存症相談
（アルコール等） 問合せ先

世
田
谷
20日㈬、28日㈭
13:30～15:30

14日㈭
13:30～15:30

20日㈬
9:00～11:00

1日、8日、
15日、22日㈮
9:00～10:30

7日㈭、18日㈪
13:30～15:30

▶世田谷・健康づくり課
〒154-8504 世田谷4-22-33
☎5432-2893 FAX5432-3074

北
　
沢

8日、22日㈮
13:30～15:30

15日㈮
14:00～16:00

25日㈪
13:00～15:00

13日、27日㈬
9:00～10:30

14日㈭ 9:30～11:30
25日㈪ 13:30～15:30
（会場は烏山）

▶北沢・健康づくり課
〒155-8666 北沢2-8-18
☎6804-9355 FAX6804-9044

玉
　
川

6日㈬、28日㈭
13:30～15:30

13日㈬
14:30～16:30

1日㈮
13:00～15:00

6日、20日、
27日㈬

9:00～10:20

7日㈭、18日㈪
13:30～15:30
（会場は世田谷）

▶玉川・健康づくり課
〒158-8503 等々力3-4-1
☎3702-1948 FAX3705-9203

砧 4日㈪
13:30～15:30

28日㈭
9:30～11:30

13日㈬
9:00～11:00

1日、8日、
22日㈮

9:00～10:30

14日㈭ 9:30～11:30
25日㈪ 13:30～15:30
（会場は烏山）

▶砧・健康づくり課
〒157-8501 成城6-2-1
☎3483-3161 FAX3483-3167

烏
　
山

20日㈬
13:30～15:30

28日㈭
9:00～11:30

14日㈭
9:00～11:00

6日、13日、
27日㈬

9:00～10:30

14日㈭ 9:30～11:30
25日㈪ 13:30～15:30

▶烏山・健康づくり課
〒157-8555 南烏山6-22-14
☎3308-8228 FAX3308-3036

健康づくり こころとからだの相談あんない10月ホ ト ラ イ ンッ

●救急車を呼ぼうか迷った時に(24時間)
　#7119(または☎3212-2323)

●医療機関案内(24時間)
　☎5272-0303

●子どもの急病時の相談
　(平日18時～翌朝8時、土・日曜、祝日8時～翌朝8時)
　#8000(または☎5285-8898)
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①行事名（コース）など
②住所　
③氏名（ふりがな）
④年齢　
⑤電話またはFAX番号
⑥「保育可」の催しで保
育希望の場合は、その
旨と子どもの氏名・ふり
がな・年齢
往復ハガキの場合は
返信用にも住所・氏名

●あて先は各記事の申込先
(住所の記載がない申込先
は、1面の総合支所の住所)

●特に記載がない場合、
　参加対象は、区内在住・
　在勤・在学者
●「保育可」は生後5か月以上
で首がすわっている子～
　未就学児が対象
●連記・重複申込不可
●「健康づくりホットライン」は
ハガキでの申込不可

ハガキ・ファクシミリの記入例
特に条件のある場合は明記します

令和3年（2021年）9月25日号地域版対対象（特に記載がない場合、参加対象は、区内在住・在勤・在学者）　日日時・日程　場会場
当日直接会場へ　講講師　費費用（特に記載がない場合、無料）　備ほかの情報　申申込方法　問問合せ先
はパソコン、 はパソコン・スマートフォン（一部）で区のホームページから申込可。※一部対応できない機種があります。

マーク
概要

 せたがやコール ☎5432-3333  FAX 5432-3100

申9月27日から、電話で保健福祉課
（☎3326-6136 FAX3326-6154）へ　
先着10人

古着・古布回収（上祖師谷）
日10月23日㈯午前9時～11時（雨
天の際は24日㈰に延期）
場上祖師谷一丁目区民集会所前、
駒大グラウンド北側道路（上祖師
谷2-8）、成城通りパークウエスト
ごみ置場（上祖師谷4-2）、世田谷
スポーツプラザ第2駐車場（上祖
師谷6-6）、本橋商事駐車場（粕谷
1-12）、都営粕谷二丁目アパート集
会室前（粕谷2-19）、芦花高校北側
（粕谷3-12）、粕谷4-17十字路
備洗濯済みの衣類等を透明または半
透明の袋に入れて持参して下さい。
回収可能物品等詳しくは、お問い合
わせ下さい。
問上祖師谷ま ち

づくりセンター
☎3305-8611 FAX5384-7196

世田谷区赤十字奉仕団
「献血ご協力のお願い」
日10月21日㈭午前10時～午後0時
30分、午後1時45分～ 4時

場烏山区民センター前広場
問市民活動・生涯現役推進課
☎6304-3166 FAX6304-3597

「せたがやの生きもの」写真展・
講演会を開催しました
　8月20日㈮・21日㈯に烏山区民セ
ンターで「せたがやの生きもの」写
真展・講演会を開催しました。当日
会場では鈴虫の無料配布も行い、来
場した方からは「鈴虫をもらえて嬉し
い」という声を多数いただきました。
問●●●●●●●●●●
☎●●●●●● FAX●●●●●●

1面の
お試し謎解き問題の答え

今月の防災標語 寝ていても　家具転したので　つぶれずに（震災時、圧死が多い、家具の転倒防止をしよう）
●本紙掲載の催し物等は、新型コロナウイルス感染症の予防のため、中止等になる場合がありますので、事前に区のホームページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせ下さい。

問地域行政課 ☎5432-2037 FAX5432-3069

　平成３年度に地域行政制度を導入し、現在、28の地区（まちづくりセンター）、5つの地域（総合支所）、本庁に
よる三層構造の体制のもと、区民の皆さんに身近な行政に取り組んでいます。今回はこれまでの地区の行政拠点
における主な取組みをご紹介します。

地域行政のあゆみ
世田谷の

第6回

【地域行政の目的】　①地域住民に密着した総合的サービスの展開　②地域の実態に即したまちづくりの展開　③区政への区民参加の促進

　当時27か所の出張所をまちづくり
支援の強化と窓口サービスの効率化
を両立させるために、窓口サービス
を７か所に集約し、20か所は、まち
づくり支援を中心に行うまちづくり
出張所（現まちづくりセンター）に
再編しました。

　東日本大震災等の経験を踏まえ、
きめ細かな災害対策を推進するた
め、まちづくりセンターを中心に、
総合支所や本庁も連携し、防災塾の
実施（平成26年度開始）や避難所運
営訓練への支援など、防災意識・防
災力の向上に取り組んでいます。

　まちづくりセンターの建物内にあん
しんすこやかセンターと社会福祉協議
会地区事務局を配置し、高齢・障害・
子育て等の相談をお受けする「福祉の
相談窓口」、買い物支援や居場所づく
りなどの「参加と協働による地域づく
り」に取り組んでいます。

　地域行政制度の導入から30年が経
ち、社会状況の変化は大きく、区民の
皆さんが抱える課題は多様化してい
ます。
　現在、区では地域行政制度の充実
を図り、地区を重視したまちづくりを
一層進めるため、条例制定の検討を進
めています。

出張所の再編平成17年 地区防災機能の強化平成25年 地域包括ケアの地区展開平成28年

実施日 内容・講師

11月2日

病気になりづらい食事法＆健
康習慣～エベレスト登頂者の
ココロとカラダの極意
講松下沙織（健康家族デザ
イン研究所代表）

11月9日

寺町めぐり～子ども食堂を
通して見た地域のつながり
講酒井浩美（ぞんみょうじこ
ども食堂代表）・久末康一郎
（世田谷区学芸員）

11月16日
笑って学ぶSDGs
講相川美菜子（笑下村塾
代表取締役社長）

11月23日 人生をしっかり太く生きるために
講玉置妙優（大慈学苑代表）
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A.ろかまつり

それぞれの漢字の
右側だけ見えてい
るよね。

見えている部分の
読み方をつなげて

いくと、
「ろかまつり」に

なるね！

▲2年度は司書落語家にお話していただきました

▲ウォーキングの様子
▲工業用ぞうきん等に再利用されます

区のおしらせ地域版で連載中
第1回からの記事はこちら ▶▶▶


